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会 議 名 議会改革特別委員会 

開閉日時 平成２５年 ７月２６日（金） 

 午前１０時００分～午前１０時５８分 

会  場 委員会室        

 

１．出席者 

      ２番 黒 川 美 克、  ４番 浅 岡 保 夫、  ７番 杉 浦 辰 夫、 

９番 北 川 広 人、１１番 鷲 見 宗 重、１３番 磯 貝 正 隆、 

１６番 小野田由紀子 

    オブザーバー 議 長、副議長 

 

２．欠席者 

   なし 

 

３．傍聴者 

   柳沢英希、柴田耕一、杉浦敏和、鈴木勝彦、内藤とし子、小嶋克文 

 

４．説明のため出席した者 

   なし  

 

５．職務のため出席した者 

   書記２名、（議会事務局長：欠席） 

 

６．付議事項 

 １ 特別委員会第３３回の検討結果について 

２ 「議会報告会を議会改革特別委員会以外の他機関で運営協議を検討でき 

ないか」 

３ 議会改革特別委員会検討テーマについて 

 ４ その他 
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７．会議経過 

 

委員長挨拶 

 

委員長 次に、本委員会記録の署名委員の指名についてであります。本件につ

いては、委員長から御指名申し上げて御異議ございませんか。 

 

 「異議なし。」と発声するものあり。 

 

委員長 御異議なしと認め、副委員長の小野田由紀子委員を指名いたします。 

 

 

《議 題》 

１ 特別委員会第３３回の検討結果について 

委員長 過日、「議会改革特別委員会〔第３３回〕検討結果について」を配布さ

せていただき、お目通しをいただいていると存じますが、何か御意見がござい

ましたら、お願いをいたします。 

 

 意 見 な し 

 

 

 

２ 「議会報告会を議会改革特別委員会以外の他機関で運営協議を検討できな

いか」について 

委員長 この件につきましては、前回持ち帰りとなり、会派の御意見等を、本

日御報告をいただき、御協議をいただくことになっております。それでは、ま

ず各派の御意見等の報告を、お願いをいたします。それでは、市政クラブさん

から、お願いいたします。 
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意（９） 私どもの市政クラブのほうで議論したところ、現在、市議会だより

の編集委員会で「ぴいぷる」の発行に関することを行っておりますけども、議

会広報活動とするような意味合いを持って編集委員会のほうを、例えば、広報

委員会というような位置付けにして、そちらのほうで、議会報告会や、例えば、

オンデマンドによる配信等のことを協議、運営、調整等するような場としては

どうかという意見が出ております。議会改革特別委員会の部分に関しましては、

やはりこれまでの積み残しについての協議や、新たなるテーマ、そういったも

のの検討の場にするというのが望ましいというところからきておりますので、

御理解をいただきたいと思います。 

委員長 次に、公明党さん。 

副委員長 この他機関ということですので、いろんな機関という考え方があろ

うかと思いますけれども、議会運営委員会にするのか、新たにこうやって広報

委員会を立ち上げてやっていくのかということですけども、委員の構成メンバ

ーにつきまして、きちんと、例えばですね、構成メンバーの中に、やはり委員

会の委員長さんに入っていただいたほうが何かとスムーズに進むのではないか

ということなどを考えまして、広報委員会ということでもいいかと思いますけ

れども、そのメンバー構成についてがきちんと決まればというか、適当な方が

配置されればいいのかなというふうに思います。 

委員長 共産党さん。 

意（１１） 私ども、知立に倣って、この議会改革特別委員会で運営していっ

た方がいいというふうに結論出しましたけども、やはり、この中でねやったほ

うが、議長も含められますので、スムーズにいっているのではないかなという

ふうに考えていますので、よろしくお願いします。 

委員長 黒川委員。 

意（２） 小野田委員と同じ意見でございます。 

委員長 何だった。言ってくださいよ、そういう言い方ではなくて。 

意（２） はい、すみません。 

委員長 お願いします。 

意（２） 今、小野田委員と同じで、いわゆる、僕は、今の議会報告会、今の
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特別委員会、ありますよね。その特別委員会でも、その中に委員長だとか、そ

ういうあれをそのメンバーの中に入れるだとか、そういう形のことを、今、言

ってみえたと思うんですけれども、そういう具合で私も結構ですけれども。 

委員長 いいですか。広報委員会というものを、特別につくって、別につくっ

て、そこに各常任委員会の委員長さんも入れてという感覚ではないですか。特

別委員会に入れるということですか。ちょっと、確認なんですが。 

副委員長 特別委員会でもよろしいですし、新たに広報委員会という名称でも

って構成してもいいですけど、この構成メンバーの中に、その委員長さんが入

っていただいたほうが、スムーズに進めて行くことができるのではないでしょ

うかという意見なんですけれども。 

委員長 それでいいですね。 

意（２） その通りです。 

委員長 はい、わかりました。それで、今、大体各派からですね、御意見いた

だきましたけれども、議長。 

議長 はい。 

委員長 言いだしっぺというと失礼ですが、発案・・・ 

 

 「・・・ほう何か・・・」と発声するものあり。 

 

委員長 ごめんなさい、先に、それではこちらに。 

意（９） 事務局のほうに確認ですけども、現状の編集委員会の部分が会議規

則上どうなっているのか、それを例えば、広報委員会のような形でやる場合に

はどういう手続き上のことが必要になってくるのか、そういったことがわかれ

ば、事務局のほうから教えていただきたいんですが。 

事務局 会議規則、第１５７条ですか。別表で、各会議を規定させていただい

ているんですけども、その中の議会だより編集委員会の名称、目的なりの変更、

改正が必要ではないかと存じますが。 

委員長 わかりました。よろしいですか。 

意（９） はい。 
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委員長 議長、今の、すみません、話の途中でしたんですが。今、発案をされ

たということの中で、今、こういった各派からの御意見ございますが、何か議

長からも一言ありましたら。 

議長 私が最初に申し上げたのは、議会改革特別委員会で、議会報告会のこと

をずっとやっていくのはちょっとおかしいのではないかと、あくまで、議会改

革は、議会改革に取り組んでもらって、それで報告会は、また別の機関なり、

私は、どこでもいいんですわ。一番適当なところでやればいいし、例えば、議

長を中心とするなら各派会議の構成メンバーでやっていくとか、あるいは、先

ほど北川委員が言われたように、議会だより編集委員会を広報委員会に変えて、

そこの中に議会報告会の案件も入れて、そこでやっていくと。流れとしては、

報告会をその広報委員会でやったほうが、形としてはいいと思いますわね。た

だ先ほど小野田委員が言われたみたいに、メンバーが、どういうメンバーが一

番いいかというと、やはり、委員長さんが入っていたほうが、いいことはいい

ですよね。その報告会、それぞれの委員会の報告をやるわけですから。だから、

広報委員会でやるのだけれども、実動的なことは、それぞれの委員長さんが、

どこかの機会で会合を持つというか、何か、ちょっと難しいんですけどね、そ

の辺が。難しいんですけども、何か、少なくとも最初に言ったように、特別委

員会が、いつまでもこればかりに関わっていてはいけないなというふうに、そ

れが一点ですね。 

委員長 わかりました。ありがとうございました。今、お話でいきますとね。

整理させていただきますと、議会改革特別委員会は、いわゆる議会改革のこと

を主にやれという議長の発案でございます。ですから、その分、今までの経緯

の中で広報委員会らしき、らしきとは言いませんが、仮称の広報委員会という

ものを、「ぴいぷる」をおつくりなってみえるところに、あるいは、また、別の

組織をつくって議会報告会をやる。行っていただく。そこには、今、お話があ

りましたように、各常任委員長がお入りになる。入っていただくか、その辺は

また討議をしていただいて決めていくわけですけれども。では、議会改革特別

委員会が、議長の発案のとおり、主に、議会改革をやるということでよろしい

ですか、皆さん。 
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 意 見 な し 

 

委員長 ですから、議会改革特別委員会から議会報告会を外すということです。

よろしいですか。 

意（１１） それには反対の意見になると、先ほど言った部分であるんですけ

ども、今、やる必要ないというふうに思うのは、うまくいっているという理由

です。というのは、この中で、報告会からくみ取った意見もここで議論ができ

るし、それに対しての、報告会自体の改革もできているわけですから、このま

まやったほうがいいというふうに僕は思うんですけども、いかがでしょうか。 

委員長 議長のお言葉の中にね、その議会報告会が、主な、何というか、労力

というか、結構時間を費やしますので、それをよそに回して本来の議会改革の

部分を議題として上げて、ここでもんでいただけないかという発案ですが、そ

の辺はいかがなんですか。だから、今の状況でいくと併用していきますので、

こちらが。併用というか、両方ともやっていきますので、今からどんどん。そ

の辺・・・ 

議長 口を挟んですみません。議会改革特別委員会を設置するときのその所管

というんですかね、内容は決められているはずなんですよね。それを見れば、

一番特別委員会の本来の姿がわかると思うんですけど。事務局、それ、どこか

に載っていない、所管、議会改革特別委員会の。設置するときに、確か、それ

載っているはず。 

事務局 設置の目的のほうがですね、高浜市議会の最高規範として制定した、

高浜市議会基本条例の前文の趣旨を遵守し、今後の議会及び議員のあり方等を

調査、研究、検討をするということで、終了するまで継続するとされ、具体的

な所管については、明確な所管についてまでは謳ってはおりません。 

議長 具体的には書いていないですけども、その中に議会報告会も含まれてい

くということに解釈できるのかどうかですね。 

副議長 ちょっと疑問に思うんですけども、市民に、その議会のやっているこ

とを広く理解していただくために、議会報告会を始めていると思うので、議会
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基本条例の趣旨に則って始めていることだというふうに理解しているんですけ

ども、今、議長の発言聞いていると、何かちょっと違うなという気がしたんで

すけども。 

議長 この報告会のやり方は、もう決まっていますよね。そのスタイル、報告

会のやり方というは。名前、なんと言うんだったか、何か一応、決まっている

ではないですか。要綱がね。要綱が決まっておれば、あとはそれを実行してい

くだけのことですので、とりあえずはね。そこで、いろんな問題が出てきて改

革しなければいけないことも当然あると思いますけど。その要綱通りにやって

いくのであれば、それは議会改革特別委員会から離れるような気がするんです

よね。要綱つくるところまでは、議会改革がやるのだけれども、それを実施す

ることは、議会改革ではない。大きくいえば、すべてが議会改革ですよね、す

べてがね、大きくいえばね。でもそうではなく、狭義に捉えた場合、専門性で

捉えた場合は、特別委員会が議会改革の担当をするところではないような気が

しますけどもね、私は。 

委員長 鷲見委員、いいですか。 

意（１１） いや、そうすると、何ていうのかな、負担というか、会がふえて

いくようなふうに考えられますので、やはり、どうなんでしょうかね。別にす

るというのは、また、会議があって、報告会がまた別に会議を開いて、段取り

を決めていくという形になりますので、議員の負担が大きくなるのではないか

なというふうに思いますけど、いかがでしょうか。 

 

 「やめればいいじゃないか、報告会だとか。負担と思うなら、やめればいい

じゃないか。どういう意見だ。」と発声するものあり。 

 

議長 あの、負担は皆、同じなんですよ。どこがやるか、誰がやるかの違いで

あって、議会としては全く一緒なんですよ。 

意（１１） はい。失礼しました。 

委員長 いずれにしても、ですから、その議長のおっしゃることも一理。鷲見

委員が言うのも一理。要は、どこが、誰がというよりも、どこが、どこの部分
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でやるかだけの話ですから。それは、その今までやってきた形で、全会で、あ

るいは、全員でやるものになっておるわけですから、ただ、そのリード役をね、

どこでやっていただけるかだけの話だと思っていますので、お願いをしたいと

いうことだと思います、それは。 

意（９） 議長の言われることというのは、もう少し簡単に、こう言わせても

らうと、議会改革特別委員会においての議会報告会というものに対するこの特

別委員会でそれを語る部分というのは、要綱をつくったというところで一定の

役割を終えていると、だから、実施、運営の主体となる部分を別途設けたらど

うかと、それが、もし広報という大きなくくりでいうのであれば、編集委員会

が、今、議会の広報紙をつくっているのわけですから、そこが担うのはどうか

と、そこにプラス、先ほど小野田委員、黒川委員が言われた、では、常任委員

長を入れたらどうとか、例えば、鷲見委員が言ったように、議長がいたほうが

いいのではないかということがあるなら、それはそれでまた別の話であって、

ここで議論するのではなく、ここでその運営、主体をここでやるのではなくて、

議会報告会の。運営主体を動かしたらどうですかというだけの話ですよね、今、

言っているのは。やり方をどうするかこうするかということは、これは当然、

今、副議長が編集委員長ですから、その編集委員会をどういうふうにしていく

のかということも、当然、編集委員の中で一度議論をしてもらわなければいけ

ない。どういう課題があるんだろうだとか、こういう人が入っていたほうがい

いとかというものも出してもらったほうがいいでしょうし、そこのところで切

り離してやらないと、多分、話が進まないと思うんですよね。ですから、もう

一回、整理しますけど、私が思うのは、広報部門を担う一つの委員会というも

のを設けて、そこで、運営、主体となって議会報告会をやっていくと。そこの

委員会の中に、どういうメンバーが入ることによってスムーズに行くのかとい

うところを、改めて別で検討していただきたいというふうに思います。たまた

ま、編集委員会はありますので、編集委員会自体は副議長以下が、各派が全員

入っています。そういうのがあるので、編集委員会はどうでしょうかというこ

と言っただけのことですので、ですからそこら辺をですね、ちょっと切り離し

て御意見いただければということを思うんです。 
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委員長 はい、ありがとうございました。鷲見委員、いかがですか。 

意（１１） はい、わかりました。あの、切り離すということは、まあいいで

しょう。理解しますので、よろしくお願いします。 

委員長 皆さん、議長の発案であります、新しい組織というか、ここの委員会

から、今の言葉を借りるなら、切り離すという言葉ですけれども、そういった

形でやるということには、御賛成いただけますか。 

副議長 まず確認したいんですけど。 

委員長 どうぞ、副議長。 

副議長 こだわるんですけど、例えば、議会報告会でさまざまな意見が出ます

よね。それを集約して返すのは、議会改革のほう。議会改革に関わるようなテ

ーマって、今回でも定数の話だとか出てきましたよね。それを広報の中でやっ

ていくというのは、どうなのだろうかなというふうには思っているので。だか

ら、一旦受けて、それを議会改革に投げてという、・・・ 

 

 「おっしゃる通り。」と発声するものあり。 

 

副議長 そういうストーリーをつくっていただかないと・・・ 

 

 「全く、おっしゃる通り。」と発声するものあり。 

 

副議長 広報のところではちょっと手つかずになりますので、だから、丸投げ

というのではなくて、その役割と使命のところ、だから、報告会を開催して運

営するというところまでは、そこが受けていいと思うんですけども、そのあと

のところのところまで考えていただかないと、ちょっと、もう、そこだけ切り

離されてしまうと、宙ぶらりんになる可能性があるもので、そこだけはちょっ

と御協議いただきたいなと。 

委員長 今、お話があり・・・ 

議長 私が思うには、広報委員会に変更して、その広報委員会はあくまで企画

をする会であって、その企画したものの内容は、それぞれの委員会なり委員長
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さんに振ったりとか、先ほど、副議長が言ったような回答をするのに、特別委

員会の結果が必要であれば、そちらに投げてもらうという。あくまで企画、中

枢の部分をやってもらえばいいと思うんですけどもね。 

委員長 よろしいですか。今、副議長がおっしゃいましたように、例えば、議

会改革に関する御質問、あるいは、また意見が出たときの「ぴいぷる」、あるい

は、またそういう形で市民のお返しをする。投げかけ、戻すというか、その部

分については、当然、私どもの委員会が、それなりの対応をして返答の文書ま

でつくってということは、当然の委員会の役目だというふうに思っていますの

で、それはそれでよろしいですか皆さん、委員会のメンバーさん。当然の話だ

と思いますので。 

意（９） 議会改革特別委員会に対してだけではなくて、例えば、いろんな所

管のことに対する市民からの御質問だとか、そういったことがあるわけですか

ら、例えば、総務建設委員会の所管のものは、総務建設委員会に振ればいいし、

福祉文教のものは福祉文教に振ればいいと思うんですよ。そういう役割をやっ

ていただくということが、それをその広報委員会みたいなところが担っていた

だくということでというふうに僕は思っているんですけども、だから、初めも、

先ほど小野田委員が言われたように、常任委員長さんがいれば、それは便利が

いいかもしれませんけども、だけど、ここの部分はこの委員会担当ね、ここの

部分はこの委員会担当ねというふうにして、あとは振るだけの話ですから。だ

からそこに、僕は、委員長さん、特段いなくてもいいのかなという気もするん

ですよ。現行の、例えば、編集委員会のままであってもね。ただ、先ほど言っ

たように会議規則の変更、当然しなければいけないものですから、それを考え

ると、広報委員会という名称に変えるなら変えて、その目的も、編集、発行及

びその他広報に関する事項というような名目に、会議規則を変えていくという

ことにして、あくまで、その取り仕切りというんですかね、要は、窓口として

存在してもらって、回答を出すところに対して発信していただく。この委員会

担当のものは、委員会に振る。この特別員会担当のものは、特別委員会に振る。

そういうようなことになっていくと思うんですけども。そういうイメージで、

一度、その編集委員会のほうで議論をしていただいて、こういう課題があるで
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はないかとか、こういうことはどうしたらいいだろうかということを、一度、

その中でお考えいただいて、ここでまた出していただいたほうがいいかなとい

う気がするんですけど。 

副議長 今のお話伺っていると、要綱変える前に、先にそれ「ぴいぷる」編集

委員会のほうでやってしまうということですか。 

 

 「要綱は変えない。」と発声するものあり。 

 

副議長 いや、今の議会規則。 

 

 「ああ。」と発声するものあり。 

 

意（９） 会議規則変える前に。だから・・・ 

副議長 だから、どういう、どの組織で、それを検討するかをまずやっていか

ないと。 

意（９） それはすみません、ちょっと言葉が足らなかった。ここで検討する

んですけど、ここで検討するに当たっての課題抽出だとか、それからこういう

やり方はどうだろうかということを一度現行の編集委員会さんが、今、編集業

務をやってみえるではないですか。その業務をやるということを踏まえながら

人数的には、例えば、足らないとか、あるいは、こういう人を入れてもらった

ほうがいいとかというようなことを、ここの中で出してもらって、では、その

やり方ならやれるよねというふうに決まってから、今度は、会議規則の変更だ

とか具体的な話になっていくと思うんですよ。そういうイメージで、今、話を

したんですけども。 

委員長 編集委員会さん、よろしいです。 

意（１１） 先に、どういう委員会というか、そういうのはまた新しくつくる

のか、また、編集委員会のプラスアルファでつくるのかという議論だと思うん

ですけども、これはちょっと会派のほうでね、検討もしたいと思いますけど、

いかがでしょうか。 
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委員長 いずれにしましてもね、編集委員会というものがありましてね、そこ

にプラス、今、お話がありましたように、ここの、いわゆる議会報告会に対す

るリード役をしていただくという仕事がふえますので、当然、編集委員会さん

も、今、北川委員のほうからも話がありましたように、一度、現行でちょっと

どういう問題が出てきて、ちょっとこれはやりきれないぞ、もっと人がほしい

だとかという話にもなりますし、では新しく、今、鷲見委員が言われるように、

新しく形をとって広報委員会みたいな、みたいなとは言いませんで、仮、広報

委員会、仮称広報委員会でもいいですけれども、新しくそういうものをつくる

という。これ、ですから、位置付けはですね、一つしっかり考えなければいけ

ないと思いますよ。常任委員会とは当然違うわけですから、常任委員会二つの

特別委員会１個ということでやっていますから、これにプラス、特別委員会広

報部というかよくわからないですが、特別広報委員会というものにするのかし

ないのかということも、当然、今からもんでいかなければいけない話になると

思いますので、よろしいですか。編集委員会というのは、編集委員会とはいっ

ていますけども、その公という言い方はいけないけど・・・ 

 

 「なっている。」と発声するものあり。 

 

委員長 なっている。 

 

 「編集委員会です。」と発声するものあり。 

 

委員長 なっている。 

 

 「・・・規則になっているので。」と発声するものあり。 

 

委員長 そういうことか、失礼しました。そういうことだそうです。いずれに

しても、各会派がですね、今、編集委員会さん、網羅されている状況でありま

すので、その辺については問題なかろうかなというふうに思います。あとは、
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基本的に、仮にそちらに回ったとしても、人が足りない、あるいは、どうのこ

うのという話になれば、またふやさなければいけないかなとは思いますけど、

いずれにしても、先ほど御提案がありましたように、一度、編集委員会さんの

ほうで仕事がふえるわけですから、こういうときはどうするだとかいろんな御

意見を伺っていただいて、お願いをしたいと思いますがいかがですか。そのあ

とで、一つその新しくまたそういう名前を付ける、あるいは、別につくる。だ

から、うまく言えませんけど、編集委員会さんの名前を広報委員会に変えてし

まうということでもいいわけでしょ。基本的には、今、編集委員会というのが

存在するわけですから。よろしいですか、鷲見委員。 

意（１１） ・・・ 

委員長 はい。それでは、御了解いただいたということで、新しくですね、と

りあえず、編集委員会さん・・・ 

 

 「持ち帰りるのではないですか。」と発声するものあり。 

 

委員長 いや、いいでしょ。 

 

 「・・・」と発声するものあり。 

 

委員長 持ち帰えらないでしょ。 

 

 「持ち帰ってもいいんでしょ。」と発声するものあり。 

 

議長 いや、それは編集委員会さんの話が出てきてからでいいでしょ。編集委

員会さんが現実に受けられるんですから。それはどうなの。だめなの。 

意（１１） いや、それも含めてもあるんですけど、会派でね、一遍、ちょっ

ともんでみないとわからない部分がありますので、ええ。 

委員長 わかりました。それでは、持ち帰りだそうですので。また次回この議

題も、またもう一回話をさせていただきますけれども。今、各派からですね御
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協議いただいて御報告いただきましたけれども、共産党さんがですね、大体、

今の意見、頭に入れていただいたと思いますので、その中で、一回持ち帰って

いただいて、どうするという話は、また次回に、一つ。よろしいですか、それ

で。 

 

 「はい。」と発声するものあり。 

 

委員長 皆さん、よろしいですか、それでは。 

 

 意 見 な し 

 

委員長 それでは、この問題については、持ち帰りということでございますの

で、そのようにさせていただきます。 

 

 

３ 議会改革特別委員会検討テーマについて 

委員長 この件につきましても、各派で御検討を、お願いをしておりました。

そこで、お手元に配布させていただいております、市政クラブさんから検討テ

ーマの提出がありましたので、まず、そのテーマの趣旨説明をお願いしたいと

思います。 

意（９） 議長の発言を受けて、議会改革特別委員会でもって検討すべきテー

マということで、うちの会派のほうから出させていただいておりますものを説

明させていただきます。まずですね。上から順番にいきますけども、議場の改

装。これは、実は前から議論上出てきておったんですけども、本庁舎の耐震と

か建て替えとかということが今後考えられるということで、そのときに行えば

いいだろうという話をしておったところでございますけども、やはり、こうい

うものを取り入れていくべきだという、議会の統一的な見解が得られるもので

あるんであれば、今、議論をしてですね、きちんと当局側のほうに訴えていく

べきだろうということで、オンデマンド設備の設置と動画配信の開始というの
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と、一般質問における議員発言席の設置。具体的に、ここにこうせいとかああ

せいとかというのは出ておりませんけども、こういったことを実施していきた

いということを検討テーマとして上げたいということです。それから、その下

の二重丸ですけども、「ぴいぷる」。これは議会だよりですが、これにおける議

案等に対する議員の意見の掲載。今、陳情、請願に関しては賛成意見、反対意

見と主だったものが入っておりますけども、もし本会議場で討論が行われた場

合、あるいは、自由討議で一般議案等のことで討議が行われた場合には、そこ

における賛成意見、反対意見というものを、主だったものを載せるというよう

なことが必要ではないかということであります。それから、その下ですけども

議員定数の適正化、議長任期の適正化、これに関しては、前回の議会報告会の

ときに、アンケートの中に記載がございました。市民からの御意見でもありま

す。そういう部分で、やはりテーマとして取り上げて一度議論すべきではない

かというふうに思ってのことです。それからその下、議選監査委員の任期を２

カ年とする。これ、議選監査委員の任期は、現状、申し合わせ上、１カ年とい

うことでやっていますけども、これも実は議長任期と同じで、自治法上は、４

年ということになっています。例えば、議長任期は適正化と書いてあるんです

けども、議選監査委員の任期は２カ年というのは、これは意味がありまして、

現状、今、１年の申し合わせになっておるんですけども、実際、監査を経験す

るとですね、やはり、２年ぐらいをやることによって、より適正な監査という

ものができていくんだろうということも思いますし、それから、代表監査委員

の先生もみえるんですが、例えば、代表監査委員の先生というのは、いつかい

ずれ変わるときがくるんですよね。そのときに、議選監査委員も、例えば、初

めて、代表監査委員も初めてということが起こりうるわけです。過去、多分、

起こっていたと思うんですが、そのときのことも踏まえまして、任期２カ年と

いうのはどうだろうかということで、これは具体的な年数が入っています。そ

れから、各種行政委員の議員配置の見直しをする。これはですね、青少年何と

か委員会とか、例えば、農業委員会とか、条例上決まっているものですけども、

各種行政委員の議員のあて職的なものがあります。これは、議長のあて職の部

分を含めて結構あります。そういったものの見直しをしてですね、より広く意
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見を求めるんであれば、例えば、議員でなくてもいいのかなというような場面

もあると思います。例えば、例を出すと、農業委員なんかは、農業に携わって

いない議員が例えばいて、何等か意見が言えるのかというのも例えばあると思

うんですよね。それは結局勉強の場と思って議員が行くべきところではなくて、

その行政委員の職務をしっかりとこなせるという意味で議員が行くなら、僕は

問題ないと思いますけども、そうでないものがもしあるのであれば、見直しを

すべきではないかということで、これが入っております。それから一番下です

けども、決算審査資料。実は、予算審議資料を当局側に、今、新たにつくって

もらっています。それに準じた形で、決算の審査資料を充実させるということ

を当局のほうに求めていくようなことはどうかと、ついては、どのような形状

のものがいいのかというものをある程度皆さん方から御意見を聴取してやって

いくということも大事ではないかなということで、ここに上げさせていただい

ております。以上です。それで、優先順位みたいなものを一つ付け加えさせて

いただきますと、これは、このテーマの大事さというよりも、時間軸での優先

順位になりますけども、「◎決算審査資料を予算審議資料に基づいて当局より提

出。」という一番下。これがまず１番になります。というのは、９月にもう決算

がきますので、これが１番になります。それから、「◎ピープルにおける議案等

に対する議員の意見の掲載」というのも、これも９月定例会が終われば、当然

すぐ議会だよりの編集に入るわけですので、これが２番目に入ってくると。そ

れから、３番目は、「◎議場の改装（本庁舎耐震・建替え）に関わらず、実施す

べき事項として検討すべきこと。」ということで、「・オンデマンド設備の設置

と動画配信の開始。」と「・一般質問における議員発言席の設置。」ということ

になると思います。これは、例えばですね、来年度予算の中に、何らか反映で

きるものがあるのであれば、当然、１０月、１１月ぐらいには、議会からきち

んと発信しなければならないということで、これが３番目になると思います。

それで、「◎議員定数の適正化について」以下の四つの各「◎各種行政委員の議

員配属の見直しをする。」の部分まで、これは来年の５月が臨時会の予定になっ

ていますので、そこまでの間、一番近い時間軸でいうとそこの場面になるとい

うことで、これが４番目になるのかなということで、一応、時間軸上の優先順
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位というのも付け加えさせていただきます。 

委員長 はい、ありがとうございました。今、市政クラブさんからのほうの説

明でございましたけれども、ほかの会派の方いかがですか、ありましたら。 

 

 意 見 な し 

 

委員長 テーマ、ございますか。 

意（１１） 今のところテーマはありませんけど。 

委員長 公明党さん、いかがですか。 

副委員長 今、テーマを出していただきましたので、大体、私たちもこんなふ

うなテーマがいいかなというふうに思っていたものがほとんどでしたので、進

めていただきたいです。 

委員長 黒川委員。 

意（２） 私も市政クラブさんの出した、これをあれで結構です。 

委員長 はい。それではですね、市政クラブさんのほうから出していただきま

した検討テーマ。これに基づいてですね、次回からまた進めて行きたいという

ふうに思っていますので、一つ、その辺の勉強もよろしくお願いをしたいと思

います。そういうことで、よろしいですね。 

 

 意 見 な し 

 

委員長 はい。それでは、この検討テーマについては、次回からですね、進め

てまいるということで、順番もこれでよろしいですね。 

 

 「異議ないです。」と発声するものあり。 

 

委員長 はい。こういう形で進めてまいりますので、一つ、よろしくお願いを

いたします。 
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４ その他  

委員長 それでは、その他でございますが、何かございますか。 

 

 意 見 な し 

 

委員長 なければ、私のほうから・・・ 

副議長 ちょっと時期が早いかもしれないですけども、次回の議会報告会、１

１月１６日ということで既に決めていただいていると思います。今回、市長選

挙の関係もあって、９月議会が終わるのが１０月にずれ込んで、１０月の１０

日、９日でしたっけ最終日が、今、編集だよりの内容でいうと「ぴいぷる」が

できあがるのが、１２月の頭になってしまう形になるものですから、次回の議

会報告会で、その「ぴいぷる」を資料として使わないという方向で決定いただ

ければ構わないですし、そうではなくて使いたいというお話であれば、皆さん

のほうに原稿をお願いしているんですけども、一般質問等でやられた方の原稿

を出していただいたりですとか、この辺、前出ししないとどうしても間に合わ

ないという形になりますので、ちょっとその辺のところ、この場で決めていた

だかなくてもいいんですけども、そういう問題が発生するということで、一度、

話題に乗せていただければなというふうに思うものですから。 

委員長 今、おっしゃる通りで、当然、次回の「ぴいぷる」。今までのやり方で

すと、当然、間に合わないという形になろうかと思いますが、それについて、

皆さん御意見ございますか。 

 

 意 見 な し 

 

委員長 残念ながら、その議会だよりの発行が、今のお話で１２月１日ぐらい

になるという話ですよね。 

副議長 予定通り・・・ 

委員長 予定通り進めればね。 
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副議長 進めば。 

委員長 ですから、１１月１６日ですと、ちょっとつらいなという部分ですよ

ね。その辺いかがですか。もう、はしょって、それぞれの委員長さんに、委員

長さんどころではないな、一般質問やられる方も。それどうなんですかね、印

刷屋との対応もありますので、事務局どうですか。 

事務局 一応ですね、１０月９日、最終日ということで、１０日の日に原稿を

入れてもらうのが常の流れになっておりまして、そのあと１１月１５日号に間

に合わせようとすると約１カ月間ありますので、その辺の流れは、皆さんが原

稿を早めに出していただければ、十分、発行には間に合うかと思います。ただ

し、期間がいつもよりはちょっとタイトに感じられることになると思いますけ

れども、その辺だけよろしくお願いします。 

委員長 編集委員会さんのほうの取り立てで問題ございます。これだけにな

る・・・ 

副議長 認定前に出してくるだけですからいいんですけど、先ほどの話だと議

会報告会を取り仕切れという話も出てきますので、そういう面ではきつくなる

と思います。 

委員長 そうだね。だから、１６日の議会報告会で資料として使えないと、こ

いう考え方ですよね。「ぴいぷる」が。粗々の・・・ 

副議長 「ぴいぷる」という形でお配りできないので、多分、原稿としてはそ

れぞれがもうつくられて持たれていると思うんですよ。だから、別途、印刷し

て、その場で配るということは可能かと思うんですけども。 

委員長 ですから「ぴいぷる」らしきものというと怒られますけど、それは何

とか１６日には間に合うということでよろしいですよね。１回目、２回目ぐら

いの校正に入ってますかね、もう。 

副議長 そうですね。 

委員長 そんなものですかね。ですから、そこら辺で、印刷屋さんでというこ

とではなくて、こちらで印刷したものは、１６日の議会報告会には資料として

使えるということで考えればいいわけですよね。 

副議長 はい。 
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委員長 ですから、余りタイトにすると、今の編集委員会のほうの話もありま

すように、また大変な世界で怒られますので。 

意（９） 「ぴいぷる」を発行後に議会報告会をやるというのは、市民の方々

の手元に事前に資料として渡っていたほうのがいいだろうということで、報告

会のときに配るために発行後ということではなかったと思うんですよね。だか

ら、今回の場合は、先ほど副議長が言われたみたいに、特殊事情だと思います。

では、１２月、発行後に報告会となると、今度は１２月定例会が、１１月２５

日が告示だったかな、ぐらいで始まってしまいますんで、日程をずらすという

ことよりも「ぴいぷる」の中で、例えば、使えるもの。各議員の議案に対する

態度だとか、ああいったものの一覧表だとかそういったものは、当日配ればい

いと思うんですけど、そうではないものというのは、各常任委員会とか決算特

別委員会とかの議会報告会の資料で、同じだと思うんですよね。そういう点で、

今回は考えればいいのかなという気がするものですから、特段、僕は、その急

いでね、はしょってやるということは必要ないのかなという気がしますけども。 

委員長 大筋、同意見だと思っていますので、副議長のおっしゃることも、北

川委員のおっしゃることも、よく似た意見だなと思いますので、その方向で行

けるのかなとは思います。資料は、ここにあって、それを出せばいいんで、そ

れを議会報告会用にするだけの話ですから、「ぴいぷる」は「ぴいぷる」で、ま

たこういうふうにするだとか、いろいろあると思いますので、それはそれでま

た編集委員会さんのほうには御足労ですが、１２月１日号ぐらいの形でいいか

なと思いますが。 

副議長 議会報告会の結果。これ「ぴいぷる」って、年に４回しか発行してい

ないですけども、多分、１２月１日は、１１月１６日だともう間に合わないと

思いますので、前回も多分３月のタイミングで載せていると思いますので、ち

ょっとその辺も御了解いただけておければ。 

委員長 １２月議会の報告が、・・・ 

 

 「・・・」と発声するものあり。 
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委員長 御無礼。そうです。３月でしょ。 

 

 「ええ、３月に・・・。２月１日号ですね。」と発声するものあり。 

 

委員長 ２月１日だったか。それを使って３月、５月。 

 

 「それを報告会で・・・」と発声するものあり。 

 

委員長 報告会は、一緒にやったんだよね。 

 

 「１２月・・・」と発声するものあり。 

 

委員長 １２月やって、１２月と３月を一緒にやったんだよね。そういう今ま

での流れでよろしいですか。 

副議長 だから、若干、今回、報告会自体を１１月にずらしているという話な

ので、従来でいうと、その翌月の「ぴいぷる」の中に議会報告会計画というこ

とで掲示できたと思うんですけども、今回、そういう事情で１２月には載せら

れなくて、次の３月議会のところに編集されてしまうということで、その辺も

御了解いただければ。 

委員長 よろしいですね。 

 

 意 見 な し 

 

委員長 はい。それでは、今、副議長がおっしゃいますような形で、よろしく

お願いしたいと思います。それとですね、一つ、１点、前回、１１月１６日と

いう決定を、土曜日させていただきました。それで、どうも時間の設定をです

ねしていなかったようなので、午後６時、中央公民館、３階会議室。午後６時、

前回通りでいきますと６時ですが、それでよろしいですかね。ちょっとどうで

すか、副議長、何かございます。 
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 「・・・」と発声するものあり。 

 

委員長 日にちは、決めたんだそうです。 

 

 「・・・」と発声するものあり。 

 

委員長 ６時でいいのではないですか。どうですかね。 

意（１１） 先回もあったんですけど、６時だと、女性というか、の方。ちょ

うど、御飯の支度をして、やっておるんではないかと想定がありまして、７時

からではどうかなというふうに思いますけ、いかがでしょうか。 

 

 「別に・・・」と発声するものあり。 

 

委員長 ７時は、今度、逆だな、また。皆さん、どうですか。 

 

 意 見 な し 

 

委員長 いずれにしても、ホームページ、いろんなところでも出していかなけ

れば、ＰＲしていかないといけないわけですから。ここで、これだけはちょっ

と決めさせていただかなければいけないかなと思っています。 

 

 「土曜日でしょう。」と発声するものあり。 

 

委員長 土曜日ですよ。土曜日の７時だというと、もうこれは動けないですね、

普通、違うか。 

 

 「６時頃だと暗いかな。」と発声するものあり。 

 「暗いですね。」と発声するものあり。 
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委員長 ６時でも。７時だともうね、真っ暗ですよ。もう当然そうですよね。 

 

 「７時だと暗い。」と発声するものあり。 

 

委員長 ６時でも、もう暗い。 

 

 「暗くなっても。」と発声するものあり。 

 「そろそろ。」と発声するものあり。 

 

委員長 そうかと言って、５時はつらいですから。ですから中間取っての６時

で、今までやってきておるという形だと思っていますので。はい。６時で決定

です。よろしくお願いします。では、私どものほうからは、それだけでござい

ますが、何か、事務局。 

事務局 では、恐れいります。今、次回の議会報告会ですね。午後６時からと

いうことになりました。この周知のほうなんですが、市議会だよりのほうが１

２月１日ということで、できないものですから、市の広報を使いたいと思いま

すが、それで、１１月１日号の市の広報に掲載させていただこうかなとは思っ

ているんですが、これの締め切りが、９月２７日なんですが。今、午後６時か

らということで、会場も日時も決めていただいたものですから、それで載せて、

市の広報を活用して、周知のほうを取りあえずさせていただくということでよ

ろしいでしょうか。 

委員長 それでよろしいですね。 

 

 意 見 な し 

 

事務局 それと、すみません。もう１件よろしいですか。資料のほうでお配り

しているんですが、市議会だよりのほうの議会報告会の前回の報告会結果をで

すね、一度、お目通しいただき、これは既にもう決定ですので、発行され、す
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ぐ配布されるのですが、ホームページのほうも、この形式で掲載させていただ

くということで、よろしいでしょうか。 

委員長 よろしいですか、皆さん。 

 

 「異議なし。」と発声するものあり。 

 

委員長 それでは、もう異議なし。 

 

 「文句言われても・・・」と発声するものあり。 

 

委員長 いいですか、これ、ホームページ。いいですね、市議会だよりも、は

い。市議会だよりではないわ。 

 

 「出していなかった、今まで。」と発声するものあり。 

 

委員長 いや、今から。この間、まとめたと。違うのか。 

 

 「・・・」と発声するものあり。 

 

事務局 今までホームページのほうも議会報告会の結果のほうを載せていまし

て、ただ、議会だより「ぴいぷる」で掲載しきれないという言い方は変ですが、

質問事項や何かでも、これと同じ形ではなくて、別で、ワードでこう打ち込ん

だものをそのまま出すというふうな流れでやっていました。それで、グラフだ

とか回答された人のその人数をエクセルの表にしたようなもので表現してホー

ムページのほうには載せていましたけれども、今回は、質問に対する回答等も

載っているものですから、この議会だよりのものを、そのままホームページの

ほうでも載せるという形にさせていただきたいなということで、先ほど確認を

させていただきました。 

委員長 いいですか。 
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 「内容ではないんだけども。」と発声するものあり。 

 

委員長 ありがとうございました。それではですね、きょう、議題、その他ま

でを含めて四つございましたが、２番目の「議会報告会を議会改革特別委員会

以外の他機関で運営協議を検討できないか。」については、持ち帰りということ

にさせていただきます。そして、３番、これについては、市政クラブさんの資

料を基に次回から進めて行きたいというふうに思っておりますので、よろしく

お願いをいたします。それで、最後になりますが、次回の議会改革特別委員会

ですございますが、いずれにしても、来週からですね、福祉文教委員会さんが

行政視察に御出発なさいます。それですから、お盆明けぐらいですかね、どう

ですか。 

 

 委員間で、次回開催日の調整。 

 

委員長 次回の開催日は、私にお任せいただいて、また皆さんの御意見を伺っ

てお願いをするということで、お願いをしたいと思います。それではしっかり

共産党さん、もんでいただきますように、よろしくお願いいたします。それで

は、長時間になりましたけれども、議会改革特別委員会をこれにて閉会とさせ

ていただきます。ありがとうございました。 

 

 

                     閉会 午前１０時５８分 

 

            議会改革特別委員会 委員長 

 

 

            議会改革特別委員会 副委員長 


